財務書類の整備スケジュールについて

　平成１８年８月の地方行革新指針で要請された連結財務書類４表の公表は、同指針の通知から約３年後の平成２１年秋（町村等一部団体については５年後の平成２３年秋）を目処としています。

　なお、平成２１年秋に公表する連結財務書類４表は、平成２０年度決算に係るものであることを想定しています。

　もとより、これよりも早期の公表、例えば平成２０年秋を目処に平成１９年度決算の連結財務書類４表を（あるいは連結貸借対照表のみでも）開示することは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく最初の健全化判断比率指標の公表時期とも整合することとなり、両制度の統合的な活用による地方財政の健全化に貢献するものであり、大変望ましいと考えます。

１．財務書類の公表時期について

　一般会計等の出納整理期間末（毎年度５月末）を経て、各会計・法人別の財務書類作成のための決算作業（総務省方式改訂モデルにおいては決算統計資料の作成を含む）を行うため、概ね８月末まででの作成と、その後の検証を経て、９月議会終了時までの公表が望ましい。

2． 議会による決算認定と財務書類の公表について

　財務書類４表は、現行の法定決算制度を変更するものではないため、一般会計等個別の会計・法人の決算についての議会認定前に公表することを妨げない。

